
食農部土木工事監督要領 

 

（目的）                                                                    

第１ この要領は、食農部が所掌する土木工事の監督業務について、請負契約の適正な覆

行を確保する目的のため、地方自治法第２３４条の２第１項に規定する監督について必要

な事項を定める。                                                                 

                                 

（用語の意義）                                                              

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると 

 ころによる。 

 （１）本庁契約 機関契約以外の契約。                                      

 （２）機関契約 奈良県契約規則第２６条第１項第４号の規定による規約締結に関する 

        事務の委任（平成１２年４月１日農政第７号）による契約。 

 （３）検査員 食農部土木工事検査要領（令和６年４月１日農振第４６号       

        の３）第４に規定する検査員。 

 （４）工事   食農部の発注する土木工事。                               

（監督責任者）                                                              

 第３ 監督を指揮するため、監督責任者及び監督副責任者を置くものとする。   

２ 監督責任者は、本庁契約にあっては、当該契約を担当する事業課(室)長及び出先機関 

の長（以下「事務所長」という。）、機関契約にあたっては、当該契約を担当する事務所 

長とする。 

３ 監督副責任者は、本庁契約にあたっては、当該契約を担当する事業課(室)の主幹（課 

長補佐）相当職及び出先機関の課長相当職にある者、機関契約にあっては、当該契約を 担

当する課長相当職にある者とし、監督責任者を補佐するものとする。 

            

（監督職員）                                                                  

第４ 所属長は、所属に次の表の区分により総括監督員、主任監督員及び一般監督員を置 

  くものとする。 

当初設計額     ２５０万円以上      ２５０万円未満     

 

  

  

  

  

  

  

 

職     区分  総括   主任   一般   総括  主任   一般  担当課長又は主幹(課長補佐)相当職   

 ○ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

係長相当職 

 

 

 

 ○ 

 

 ○ 

 

 

 

 ○ 

 

 ○ 

 

主査    ○    ○ 主任技師・主任主事 
   ○    ○ 

技師・主事    ○    ○ 

   ※当初設計額による定めとし、設計変更に伴う監督職員区分の 

    変更は行わないものとする。 



２ 本庁契約及び機関契約で上表の区分によりがたい場合は、別途定めることができる。 

                                                                                

（監督業務及び分担）                                                        

第５ 監督職員は、契約図書及び食農部土木工事監督技術基準で定める事項の範囲内にお

いて監督業務を行うものとする。 

２  前項の監督業務について、特に監督責任者が指示したもののほか、総括監督員、主任 

監督員及び一般監督員は、次の各号に掲げるとおり監督業務を分担するものとする。 

（１）総括監督員 

     総括監督員は、監督総括業務を担当する。 

     ①受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理 

    ②設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約 

   担当者に対する報告 

     ③主任監督員及び一般監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめ 

（２）主任監督員 

     主任監督員は、現場監督総括業務を担当する。 

   ①受注者に対する指示、承諾又は協議（重要なもの及び軽易なものを除く。）の処 

   理 

    ②工事実施のための詳細図等（軽易なものを除く。）の作成及び交付又は受注者が 

   作成した図面の承諾 

      ③契約図書に基づく工程の管理 

   ④立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施（他のものに実施させ当該実施 

   を確認することを含む）で重要なものの処理 

   ⑤関連工事の調整（重要なものを除く。） 

   ⑥設計図書の変更（重要なものを除く。） 

   ⑦一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告 

   ⑧一般監督員の指揮監督及び一般監督業務のとりまとめ 

（３）一般監督員 

      一般監督員は、一般監督業務を担当する。 

   ①受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理 

   ②工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した図 

   面のうち軽易なものの承諾 

   ③契約図書に基づく工程の管理 

   ④立会、工事材料試験の実施（重要なものを除く。） 

      ⑤段階確認、施工状況検査 

      ⑥設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における 

        主任監督員への報告 

   ⑦一般監督業務のとりまとめ 

３ やむを得ず総括監督員を置くことができないときは、主任監督員がその業務を代行す 

るものとする。 

 



４ 第２項に規定する指示について総括監督員が必要と判断した場合は、監督責任者であ 

る所属長の承認を得るものとする。                                              

５ 建設工事請負契約書，第１２条第１項及び第２項で定める現場代理人等の交替につ 

 いては、原則として、監督責任者が請求するものとする。    

 

（監督職員の任命及び受注者への通知） 

第６ 工事請負契約締結後、所属長は直ちに当該工事を担当させる監督職員を第４の区分 

 に基づき、当該所属の職員のうちから任命するものとする。 

２ 所属長は、受注者に対して、監督職員の職氏名を監督職員通知書（第１号様式）によ 

り通知するものとする。ただし、工事目的物の全部の引渡しが完了した場合には、監督 

職員を解除する手続きを特に要することなく、その日をもって免ずることとする。 

３ 所属長は、監督職員に任命された職員が、人事異動等により交替する場合、第４の区 

分に基づき、受注者に対して、速やかに監督職員変更通知書（第２号様式）により通知

しなければならない。ただし、監督職員に任命された職員が病気等で職務を執行するこ

とが困難であると認められる場合にあっては、第４の区分にかかわらず、監督職員を変

更することができるものとする。 

 

（監督業務の委託） 

第７ 土木工事が特殊な場合であって、特に専門的な知識若しくは技能を必要とすること、 

 その他の理由により食農部内の職員による監督が因難であり、又は適当でないと認  

 められるときは、第６条１項の規定にかかわらず、監督業務を他部局へ依頼又は県職員 

 以外の者（契約の相手方である受注者は除く。）に委託することができる。 

 

（監督の技術的基準） 

第８ 監督職員が監督を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定める食農部土木工事

監督技術基準によるものとする。 

 

（事故報告） 

第９ 監督職員は、当該工事において事故が発生したときは、受注者に早急に事故報告を 

 提出させ、その内容を確認するとともに、速やかに監督責任者に報告する者とする。 

 

     附則 

     （施行期日） 

     この要領は、平成１２年１０月１日から施行する。 

     この要領は、平成１８年 ７月１日から改正施行する。 

     この要領は、平成２１年 ９月１日から改正施行する。 

    この要領は、平成３１年 ３月１日から改正施行する。 

     この要領は、令和 元年 ７月１日から改正施行する。 

     この要領は、令和 ２年 ４月１日から改定施行する。 

   この要領は、令和 ６年 ４月１日から改定施行する。 


